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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯の修復材料組成物であって、
　　硬化可能な重合性樹脂系と、
　　抗菌性／静菌性化合物と
　を有し、
　前記抗菌性／静菌性化合物は５ミクロン未満の平均サイズを有する粒子の形態であるピ
リチオン亜鉛であり、
　硬化した組成物は歯の色をした材料をもたらすものである、組成物。
【請求項２】
　請求項１記載の歯の修復材料組成物において、前記重合性樹脂系は、
　ヒドロキシエチルメタクリレートと、
　光開始剤と
　を有するものである、組成物。
【請求項３】
　請求項２記載の歯の修復材料組成物において、前記光開始剤はイルガキュア　２０２２
（Ｉｒｇａｃｕｒｅ　２０２２）である、組成物。
【請求項４】
　請求項３記載の歯の修復材料組成物において、この組成物は、さらに、
　溶媒を有するものである、組成物。
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【請求項５】
　請求項４記載の歯の修復材料組成物において、前記溶媒はエタノールである、組成物。
【請求項６】
　請求項５記載の歯の修復材料組成物において、この組成物は、さらに、
　懸濁補助剤を有するものである、組成物。
【請求項７】
　請求項６記載の歯の修復材料組成物において、前記懸濁補助剤はシリカ粉末である、組
成物。
【請求項８】
　請求項７記載の歯の修復材料組成物において、この組成物は、さらに、
　抗酸化剤を有するものである、組成物。
【請求項９】
　請求項８記載の歯の修復材料組成物において、
　前記ピリチオン亜鉛は前記組成物の２重量％を有し、
　前記ヒドロキシエチルメタクリレートは前記組成物の５重量％を有し、
　前記イルガキュア　２０２２は前記組成物の２重量％を有し、
　前記エタノールは前記組成物の３０重量％を有し、および
　前記シリカ粉末は前記組成物の１０重量％を有するものである、組成物。
【請求項１０】
　請求項１記載の歯の修復材料組成物において、前記ピリチオン亜鉛は２００ナノメート
ル未満の平均サイズを有する粒子の形態である、組成物。
【請求項１１】
　請求項１記載の歯の修復材料組成物において、前記ピリチオン亜鉛は１００ナノメート
ルミクロン未満の平均サイズを有する粒子の形態である、組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科の分野および、より具体的には、歯科において使用される歯の修復材料
に関する。
【０００２】
　関連出願の相互参照
　この出願は、２０１０年９月１５日に提出された米国仮出願第６１／３８３，１６３号
の優先権を主張するものであり、該仮出願はその全体において参照によって本明細書に組
み込まれる。
【背景技術】
【０００３】
　歯科業の歴史全体にわたって、歯科医療従事者は、効果的に歯組織を修復するため、例
えば、窩洞を充填するための様々な歯の修復材料を使用した。今では時代遅れの歯の修復
材料の一つの例は、アマルガムとして公知の圧縮水銀合金である。長期間歯の修復材料溶
液を提供するアマルガムの性質により、アマルガムは、かつて、歯の修復材料のより普及
した選択であった。
【０００４】
　より現代の歯の修復材料と異なり、以下にさらに説明するように、歯科医療従事者は、
アマルガムを直接歯組織に接着せずにアマルガムを固定する。その代わりに、歯の内部に
形成された機械的に保持力のある窩洞内にアマルガムを圧縮することによって、通常、ア
マルガムは、歯組織内で適当に保持される。例えば、多くのアマルガムは、歯の窩洞内で
アマルガムを物理的に保持する歯組織内に機械的にアンダーカットを形成するため、歯科
医療従事者が窩洞形成をカットすることを必要とする。
【０００５】
　アマルガムが実質的には直接的に歯組織に直接的に接着していないことにより、歯の窩
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洞内で見つかる口腔流体、微生物、食べ物および他の物質は、アマルガムと歯組織の間か
ら移動するまたは漏れることが可能である。アマルガムと歯組織の間の口腔流体、微生物
および食べ物の移動は、通常、継続的なう蝕において理想的な状況をつくるが、アマルガ
ムは銀および水銀を含み、これらはアマルガムから流出を続け、さらなる崩壊からの窩洞
形成を殺菌する効果がある。銀と水銀の両方の要素およびイオンは、抗菌剤として作用す
る。したがって、アマルガムは、アマルガムと歯組織の間の崩壊を長期間制御することが
できる。
【０００６】
　アマルガムは、アマルガムと歯組織との間の長期間の歯の崩壊を制御できるにもかかわ
らず、歯科医療従事者が修復材料としてアマルガムの使用を避ける原因となる様々な欠点
を有する。例えば、アマルガムの欠点の一つは、アマルガムの不透明な銀色／黒色が残っ
た白い歯とかなり対照的であることによる、審美的に満足いくものではないことである。
一般的に、患者は、アマルガムが配置される前の歯の審美的外観と比べて、アマルガムの
歯の修復材料の審美的外観が不快であると感じる。
【０００７】
　アマルガムを使用することの他の欠点は、歯科医療従事者が適切に窩洞形成をするため
に、一般的に上記に記載したように、アマルガムを正確に配置する目的で、健康な歯組織
の除去を含む、好適とされるよりも過剰に歯組織を除去する必要がしばしばある。一般的
に、歯科医療従事者は、患者の一生涯において歯が長持ちするように、歯の健全性を維持
するためにできるだけ健康的な歯組織を除去しないように試みる。
【０００８】
　上記および他の欠点にもかかわらず、適当な代替品がなかったために、歯科医療従事者
は長い年月においてアマルガムを使用した。より最近では、しかしながら、アマルガムに
関連するいくつかの欠点を克服するための付加的な歯の修復材料が導入された。これらの
付加的な歯の修復材料は、プライマー、接着剤、セメント、混合物、および他の直接的な
または間接的な材料を含むことができる。例えば、より現代の歯の修復材料は、歯科医療
従事者において、アマルガムで必要とされたような過剰な歯組織材料の除去の必要性を克
服し、歯の色をした充填材料の使用を可能にした。
【０００９】
　概要として、例えば、より現代の歯の修復材料を配置する工程は、歯のエッチング材料
、接着剤、および歯の色をした混合充填材料の使用を含む。第一に、歯のスメア層を化学
的に除去するため、および、窩洞形成のエナメルを粗面化するために、歯は酸でエッチン
グされる。第二に、低粘度液体接着剤がエッチングされた表面に適用され、固体ポリマー
内に接着剤を重合化することによって、歯の内部に浸透することが可能となる。第三に、
残りの窩洞は、歯の色をした混合物で充填され、光源による光硬化など様々な方法で固体
塊内で重合化／硬化される。現代の歯の修復材料を直接的に歯組織に接着するので、歯科
医療従事者は過剰に歯組織を除去する必要がない。さらに、現代の歯の修復材料の色は制
御することが可能であり、歯の修復材料の色をもとの歯組織の色により調和できる審美的
な利点を提供する。
【００１０】
　アマルガムの効果を克服する、より現代的な歯の修復材料の能力にもかかわらず、より
現代的な歯の修復材料は様々な欠点も有する。例えば、多くの現代的な歯の修復材料はか
なり不活性の非毒性充填剤（例えば、様々な粉末ガラス）を含むことができる有機化合物
から作られる。これらの歯の修復材料は非毒性に設計され、したがってアマルガムと異な
るが、修復材と歯組織の間の崩壊を制御できるような抗菌性を十分ではない。
【００１１】
　さらに、多くの現代的な歯の修復材料は、硬化工程の間、充填材料の収縮を引き起こす
重合工程を必要とする。これらの歯の修復材料が収縮すると、歯と修復材料との間のギャ
ップは歯組織と歯の修復材料との間に漏出を生じうる形となることがある。形成されたギ
ャップによって、およびそれによる漏出によって、より現代の歯の修復材料は抗菌性を有
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さないので、充填された歯は再び崩壊を始めることがある。
【００１２】
　つまり、金属アマルガムは不快な濃い色を有する問題があり、毒性材料から作られ、お
よび歯組織の過剰な除去を必要とするが、これらの欠陥にもかかわらず、長期間歯に配置
しても再発性崩壊を受けることはない。一方で、より現代の歯の修復材料は、歯の色であ
り、非毒性であるが、これらの有利な点があるにもかかわらず、配置後、再発性崩壊を受
ける。
【００１３】
　したがって、多くの欠点が歯の修復材料の従来技術にはある。
　この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある（国際出願日
以降国際段階で引用された文献及び他国に国内移行した際に引用された文献を含む）。
（先行技術文献）
　（特許文献）
　　　（特許文献１）　米国特許第７，４９８，３６７号明細書
　　　（特許文献２）　米国特許出願公開第２００７／０１７２４３３号明細書
　　　（特許文献３）　米国特許出願公開第２００８／０１０３０４２号明細書
　　　（特許文献４）　米国特許出願公開第２００７／０２６４６１５号明細書
　　　（特許文献５）　米国特許出願公開第２００９／００２４０７４号明細書
　　　（特許文献６）　米国特許出願公開第２００５／０１１８２７６号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の例示的な実施形態は、歯の修復材料と歯組織の間の再発性崩壊を減少または除
去するために、歯の修復材料の全体にわたって分散された長期間抗菌性／静菌性化合物を
利用する。より具体的には、本発明は、歯の修復材料と歯組織の間の再発性崩壊を減少ま
たは除去するために、歯の修復材料の全体にわたって分散された長期間抗菌／静菌性化合
物として、金属、酸化金属および金属塩、不溶性静菌性有機化合物、溶解性静菌性有機化
合物、および有機金属化合物を利用する。
【００１５】
　本発明の付加的な性質おおよび有利な点は、以下の記載に明記されており、その一部は
記載から明らかであり、または本発明の実施により学ばれることができる。本発明の特徴
および効果は、特に添付された特許請求の範囲で指摘された計測器および組み合わせによ
って、実行および得られることができる。本発明のこれらおよびその他の性質は、以下の
記載および添付された特許請求の範囲からより完全に明らかになる、または以下に詳述し
た本発明の実行により学ばれることができる。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の例示的実施形態は、歯の修復材料と歯組織の間の再発性崩壊を減少する、また
は除去するために、歯の修復材料全体に分散された長期間抗菌性／静菌性化合物を利用す
る。より具体的には、本発明は、歯の修復材料と歯組織の間の再発性崩壊を減少する、ま
たは除去するために、歯の修復材料全体に分散された長期間抗菌性／静菌性化合物として
、金属、酸化金属および金属塩、不溶性の静菌性有機化合物、溶解性の静菌性有機化合物
および有機金属化合物を利用する。
【００１７】
　さらに、本発明の例示的な実施形態は、抗菌性／静菌性の性質のみではなく、審美的に
も満足を与えられる歯の修復材料を提供する。特に、本発明によって教示された例示的な
歯の修復材料は、配置後、実質的に歯の色をした外観を有するよう製剤されることができ
る。したがって、本発明の例示的な実施形態は、配置後、審美的にも患者に満足を与える
、長期間抗菌性／静菌性の歯の修復材料を提供する。
【００１８】
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　審美的に患者に満足を与える抗菌性／静菌性の歯の修復材料の提供に加えて、本発明の
例示的な実施形態はアマルガムよりも毒性の低い歯の修復材料を提供する。加えて、本発
明に関連する歯の修復材料の例示的な実施形態は歯組織への直接接着を提供する。直接接
着は、歯科医療従事者が歯の修復材料を配置するために除去しなければならない歯組織の
量を最小限にすることを可能にする。
【００１９】
　歯の修復材料の例示的な実施形態は、歯の修復に使用される様々な合成物または化合物
に製剤されることができる。例えば、歯の修復材料は、プライマー、接着樹脂、エッチ、
接着剤、充填材料または歯の修復工程において使用されることができる任意の他の材料の
タイプであることができる。より好適な歯の修復材料は、配置後、歯組織に接触または直
接的に隣接して保持されるが、本明細書に教示された主義に関連する歯の修復材料は、歯
または歯の部分を修復するのに使用される任意の材料であることができる。
【００２０】
　歯の修復材料のタイプおよび目的によって、歯の修復材料はいくつかの成分の１つ以上
から作られることができる。例えば、歯の修復材料は抗菌性／静菌性化合物、１つ以上の
モノマーまたはポリマー（接着モノマーを含む）、光開始剤（適用できる場合、対応する
第３級アミン触媒を含む）、溶媒、および／または懸濁補助剤を含むことができる。粘性
、酸性度、および歯の修復材料に関する他の性質を含む該材料の様々な性質を制御するた
め、様々な他の成分も歯の修復材料に含まれることができる。
【００２１】
　歯の修復材料に使用されることができるモノマーの例は、これに限定されないが、ビス
－フェノールＡジグリシジルメタクリレート、ジウレタンジメタクリレート、トリエチレ
ングリコールジメタクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレート、および類似の化学的
および物理的性質を有する任意の類似のモノマーを含む。歯の修復材料に使用されるモノ
マーの量は、モノマーの性質によることがある。例えば、ヒドロキシエチルメタクリレー
トは歯の修復材料の約３％～約８％の範囲であることができる。モノマーのタイプおよび
組み合わせによって、他のモノマーは約３％～約７５％の範囲で使用されることができる
。
【００２２】
　光開始剤の例は、第三級アミン触媒を必要とする光開始剤を含む。例えば、カンファキ
ノン、または類似の光開始剤は、第三級アミン触媒としてのエチル－４－アミノ安息香酸
ジメチルと組み合わせて使用されることができる。加えて、光開始剤の例は、触媒を必要
としない光開始剤を含むことができる。一つの例示的な実施形態において、イルガキュア
　２０２２（Ｉｒｇａｃｕｒｅ　２０２２）は光開始剤として使用されることができる。
光開始剤および／または光開始剤と触媒の組み合わせは、歯の修復材料の全量の約１％～
約３％の範囲で使用されることができる。
【００２３】
　歯の修復材料に含まれることができる溶媒の例は、エタノールまたは水のような溶媒を
含むことができる。歯科工業において既知の他の溶媒も使用されることができる。使用さ
れる場合、歯の修復材料の全体の組成によって、溶媒の量は、約２０％～約５０％の範囲
をとることができる。
【００２４】
　歯の修復材料は、懸濁補助剤も含むことができる。懸濁補助剤の例は、これに限定され
ないが、シリカ粉末および他の類似のものおよび歯科工業において、既知の懸濁補助剤を
含むことができる。歯の修復材料の全体の組成によって、懸濁補助剤の量は、約７％～約
１５％の範囲をとることができる。
【００２５】
　様々な例示的な抗菌性／静菌性化合物が歯の修復材料において使用されることができる
。抗菌性／静菌性化合物の例は、これに限定されないが、酸化亜鉛、不溶性銅化合物、水
酸化亜鉛およびピリチオン亜鉛および類似または等しい化合物を含む。これらの抗菌性／
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静菌性化合物は安全であり、ヒトに対して非毒性、および本来は実質的に不透明白色であ
るが、これらの抗菌性／静菌性化合物は修復材料全体に分散されると、修復材料と歯物質
の間の再発性崩壊を減らすまたは除去することができる。抗菌性／静菌性化合物の量は約
０．１％～約４％の範囲をとることができる。
【００２６】
　酸化亜鉛、ピリチオン亜鉛および水酸化亜鉛は非常に不透明であり、視覚的に透明性を
減少するために工業的に使用されている。酸化亜鉛、ピリチオン亜鉛および水酸化亜鉛の
ごくわずかな量は、半透明組成物を完全に不透明白色組成物に変えるのに必要とされる。
歯は不透明な白色ではないため、あまりにも白い修復材料を作成すると、審美的魅力を失
う。したがって、歯の修復材料組成物があまりに不透明になり、歯科修復材料としてもは
や望ましくならない、該組成物に加えることができる酸化亜鉛、ピリチオン亜鉛および／
または水酸化亜鉛の量はごく限られている。
【００２７】
　酸化亜鉛、ピリチオン亜鉛および／または水酸化亜鉛の好適な形態は、より小さな粒子
は組成物をより効果的なものとするので、微細に分割された状態である。例えば、抗菌性
／静菌性組成物のより小さな粒子サイズは、組成物における任意の所与の濃度でより大き
な表面積で曝露されることが発見された。したがって、より小さな粒子サイズは、任意の
所与の濃度において、希釈による抗菌活性を顕著に失うことなく、酸化亜鉛、ピリチオン
亜鉛および／または水酸化亜鉛の量を減少させることができることを増大させる。
【００２８】
　加えて、粒子が十分に小さくなるにつれて、より少ない光を散乱させるので、結果とし
て、より透明な歯の修復材料となる。酸化亜鉛、ピリチオン亜鉛および／または水酸化亜
鉛化合物の粒子サイズを減らすことにより、視覚的不透明性を減らすことができ、抗菌活
性は上昇する。本発明の目的は、このように、酸化亜鉛、ピリチオン亜鉛および／または
水酸化亜鉛の抗菌活性を最大限にするとともに、十分な審美的性質同様に抗菌性効果を有
する歯の修復材料を得るために視覚的な不透明さを最小限にすることにある。
【００２９】
　抗菌性効果および審美的透光性との素晴らしいバランスは、酸化亜鉛、ピリチオン亜鉛
および／または水酸化亜鉛の約５ミクロン粒子および約１００ｎｍ粒子を含む混合物でも
可能であることが発見された。それにもかかわらず、適当な歯の修復材料は、抗菌性／静
菌性化合物が約２０ミクロンから約１００ｎｍまたはより小さいサイズの範囲の粒子を有
する場合に製造されることができる。一般的に言われることとして、より小さな粒子はよ
り良い結果を生じる。
【００３０】
　上記に簡潔に記したように、いくつかの歯の修復材料、特に歯の表面と物理的に接する
歯の修復材料は、他の修復材料より抗菌化合物に理想的に適している。重合工程の間収縮
する歯の修復材料は、漏出を生じるギャップをつくる。再発性崩壊が生じうるのは、この
ギャップ内および周辺部である。したがって、歯組織に隣接して配置された歯の修復材料
は、長期間抗菌性化合物を維持する組成物として最適である。プライマー、接着樹脂、接
着剤、接着混合物、流動性混合物、ペースト混合物および歯の表面に直接適用する任意の
他の便利な審美的材料は、本発明の抗菌性化合物において理想的である。
【００３１】
　本発明は、亜鉛ポリセメントとは大きく異なる。亜鉛ポリセメントは、混合すると固体
塊に硬化する、時代遅れの酸塩基組成物である。これらは一般的に、酸塩基反応を生じ、
結果として最終物が固体亜鉛ポリカーボネート塩となるような、水性ポリアクリル酸と混
合される酸化亜鉛粉末を有する。これらの初期の亜鉛ポリセメントはとても弱く（例えば
、壊れやすく、接着性はあまりよくない）、置き換えられた。初期の亜鉛ポリセメントは
、一時的な酸化亜鉛／オイゲノールセメント同様、非常に不透明な白色で審美的ではない
。これらのセメントのタイプは、見えないように、または目立たせないようにするため、
一般的に、歯の後部または人工装具の下部に利用された。もし歯の前面に配置されると、
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非常に目立ち、したがって、審美的満足は得られない。したがって、本発明の例示的実施
形態は、これらの初期の亜鉛ポリセメントと比較して、技術的に前進している。
【００３２】
　使用されることができる様々な成分および化合物にもかかわらず、本発明の例示的な実
施形態は、最終修復材料が歯の色で審美的にも満足できるような方法および濃度で重合樹
脂全体に分散される抗菌性／静菌性化合物の微小粒子の使用を含む。一例において、本発
明の歯の修復材料は、前歯に使用されることができ、該修復材料は患者の歯の残りの組織
ンに透明性と色において非常に調和されることができる。
【００３３】
　本発明の例示的な実施形態は、重合性樹脂系を使用する永久修復を接着、充填および固
めるための審美的抗微生物修復材料の使用をさらに含む。本出願に定義された重合性樹脂
は、酸塩基反応によって硬化し、結果として硬化材料として塩を生じる任意の修復材料を
含まない。本出願の提供における重合性樹脂系は樹脂モノマーまたは適当な触媒とモノマ
ー、および、重合を制御できるような開始剤（例えば、光硬化系または化学的硬化系）を
含む。
【００３４】
　実施において、抗菌性／静菌性化合物の微小粒子は、微細分散が形成されるまで上記に
記載の成分の１つ以上と単に混合される。以下の実施例は、本発明に関する歯の修復材料
の様々な例示的実施形態の実例である。しかしながら、本発明はこれらの以下の実施例に
制限されるものではない。様々な成分は、組成物全量の重量％で記載される。
【実施例１】
【００３５】
　エナメル接着用樹脂
　１，３０％－ビス－フェノールＡジグリシジルメタクリレートモノマー
　２，４０％－ジウレタンジメタクリレートモノマー
　３，１％－カンファキノン
　４，１％－エチル－４－アミノ安息香酸ジメチル
　５，０．３％－酸化亜鉛<１００ｎｍ粉末
　６，２７．７％－トリエチレングリコールジメタクリレート
　これらの材料は完全に分散するまで混合され、光が薄層内を硬化すると半透明組成物を
形成した。
【実施例２】
【００３６】
　エナメル接着用樹脂
　１，３０％－ビス－フェノールＡジグリシジルメタクリレートモノマー
　２，４０％－ジウレタンジメタクリレートモノマー
　３，１％－カンファキノン
　４，１％－エチル－４－アミノ安息香酸ジメチル
　５，０．１％－酸化亜鉛<５ミクロン粉末
　６，２７．９％－トリエチレングリコールジメタクリレート
　これらの材料は完全に分散するまで混合され、薄層内が硬化されると、半透明組成物を
形成した。
【実施例３】
【００３７】
　エナメル接着用樹脂
　１，３０％－ビス－フェノールＡジグリシジルメタクリレートモノマー
　２，４０％－ジウレタンジメタクリレートモノマー
　３，１％－カンファキノン
　４，１％－エチル－４－アミノ安息香酸ジメチル
　５，１．０％－酸化亜鉛<１００ナノメートル粉末
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　６，２７％－トリエチレングリコールジメタクリレート
　これらの材料は完全に分散するまで混合され、前の組成物よりも不透明な組成物を形成
した。
【実施例４】
【００３８】
　エナメル接着用樹脂
　１，３０％－ビス－フェノールＡジグリシジルメタクリレートモノマー
　２，３８．３％－ジウレタンジメタクリレートモノマー
　３，１％－カンファキノン
　４，１％－エチル－４－アミノ安息香酸ジメチル
　５，２．０％－ピリチオン亜鉛<１００ナノメートル粉末
　６，２７．７％－トリエチレングリコールジメタクリレート
　これらの材料は完全に分散するまで混合され、薄層内が硬化されると半透明組成物を形
成した。
【実施例５】
【００３９】
　エナメル接着用樹脂
　１，３０％－ビス－フェノールＡジグリシジルメタクリレートモノマー
　２，３６．１％－ジウレタンジメタクリレートモノマー
　３，１％－カンファキノン
　４，１％－エチル－４－アミノ安息香酸ジメチル
　５，４％－ピリチオン亜鉛粉末
　６，２７．９％－トリエチレングリコールジメタクリレート
　これらの材料は完全に分散するまで混合され、薄層内が硬化されると半透明組成物を形
成した。
【実施例６】
【００４０】
　エナメル接着用樹脂
　１，３０％－ビス－フェノールＡジグリシジルメタクリレートモノマー
　２，４０％－ジウレタンジメタクリレートモノマー
　３，１％－カンファキノン
　４，１％－エチル－４－アミノ安息香酸ジメチル
　５，１．０％－ピリチオン亜鉛粉末
　６，２７％－トリエチレングリコールジメタクリレート
　これらの材料は完全に分散するまで混合され、前の組成物よりも不透明な組成物を形成
した。
【００４１】
　上記実施例に加えて、実験は、驚くべきことに、ピリチオン亜鉛がアクリル系接着剤系
と最も互換性のある抗菌性／静菌性化合物であることを示した。ピリチオン亜鉛はアクリ
ルの歯の接着剤と驚くほど安定的で、９カ月の保存期間にわたって、３７℃で硬化しない
。
【００４２】
　以下は、歯科接着剤、歯の修復材料の例示的な実施形態であり、各種成分を組成物全体
の重量％で例示するものである。
【実施例７】
【００４３】
　歯科接着剤
　１，３０％－エタノール
　２，５％－ヒドロキシエチルメタクリレート
　３，５０．９％－カルボン酸、アクリル共重合体
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　４，０.１％－メトキシエチルヒドロキシキノン
　５，１０％－シリカ粉末
　６，２％－イルガキュア　２０２２（Ｉｒｇａｃｕｒｅ　２０２２）
　７，２％－ピリチオン亜鉛
【実施例８】
【００４４】
　歯科接着剤
　１，３０％－エタノール
　２，５％－ヒドロキシエチルメタクリレート
　３，４８．９％－カルボン酸、アクリル共重合体
　４，０.１％－メトキシエチルヒドロキシキノン
　５，１０％－シリカ粉末
　６，２％－イルガキュア　２０２２（Ｉｒｇａｃｕｒｅ　２０２２）
　７，４％－ピリチオン亜鉛
　これらの成分は均質になるまで一緒に混合され、９カ月にわたって３７℃オーブンの密
閉容器内で保持することができます。９カ月後も組成物は液体スラリーであり、光硬化重
合可能であった。ウシの一組の混合サンプルへの歯の接着剤を利用する接着テストでは、
２８．８Ｍｐａの平均剪断強さに結果としてなった。これらの結果は、歯の修復材料の使
用における歯／エナメル接着剤として許容可能なものである。
【００４５】
　本発明は、その精神または主要な特徴から逸脱することなく、他のいろいろな形で実施
されることができる。記載された実施形態は、あらゆる点において例示的であり、限定的
なものではないとみなされるものである。したがって、本発明の範囲は、前述の記載より
もむしろ添付の特許請求の範囲によって示される。特許請求の範囲の意味および範囲内で
の全ての変更は、その範囲内において受け入れられるものである。
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